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社会福祉法人 日本点字図書館 

 

2023 年度事業計画 

 

≪重点項目≫ 

 

 

はじめに 

 「視覚障害がもたらす不自由からの解放」、言い換えれば「視覚障害からの自由」の

ための支援、それが視覚障害福祉関係施設に期待される使命である。「点字図書館」を

名のる当法人は、一に視覚障害者の読む自由の援助を、次に日常生活での不便さを解

消し、生活の質を高める支援を主軸にして事業の展開を図っている。 

 2020 年 1 月に確認されたわが国の新型コロナウィルスの感染はこの 3 年間、新た

な変異株となって幾度も大波を引き起こし、人々の日常生活や社会生活に深刻な問題

を与えてきた。当法人においても、各事業を本来の方法や形態で運営することを妨げ

られ、利用者の生活に様々な不利益をもたらすと同時に、法人にとっては事業収益の

低迷を引き起こしている。日本政府は、本年 5 月 8 日から新型コロナウィルスの感染

症法上の分類を季節性インフルエンザと同じ 5 類に引き下げることを決定した。これ

により、これまであった各種の制限は撤廃され、「ウイズコロナ」社会は新たなステー

ジを迎える。とはいえ、それが何をもたらすか、事業にどんな影響をあたえるかの予

想は難しく、情勢を注視し、適切な判断をせねばならないことは言うまでもない。 

 ところで、国連では 2015 年 9 月、持続可能な開発サミットを開催し、「持続可能な

開発のための 2030 アジェンダ」を採択した。これは、誰一人取り残さない持続可能

で多様性と包摂性のある社会の実現を目指すもので、17 の目標と 169 のターゲット

で構成されている。近年、多くの自治体や民間機関、企業で SDGs を支持し、達成の

ための活動がされている。当法人としても、その主旨に賛同するものであり、これを

意識した行動を進めたい。同時に、多くの視覚障害者の生活に欠かせない存在となっ

ている当法人には、次の時代へ向けて事業を安定的に継続し、さらに発展させる社会

的責務があり、日点版の SDGs の策定と行動が求められているともいえる。2023 年度

は、このことを意識し、次の五つの重点課題について特に力を注ぎ、事業やサービス

の安定性と発展性の強化に努める。 
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１．図書利用登録者増に向けた方策の検討と実践 

 図書利用登録者の増を図る取り組みはこれまでにも掲げてきたが、その結果はほぼ

横ばい状態で、目立った成果を得られていない。一方で、視覚障害者数に占める図書

館登録者数の割合は、都内在住の場合 10％程度で、晴眼者の公共図書館登録率と比べ

て 30 ポイント程度低く低調となっている。利用登録者増の余地はまだ大きく残って

おり、そこに当館の役割と使命を果たすべく責務が大きくある。そこで、従来取り組

んできた方策について、その実績を元に見直し、利用者に関する各データを分析して

新たな方策を導くと同時に、その導入に向けた準備を進める。 

 

２．点字図書製作体制の充実 

 2021 年度の蔵書となる点字図書の製作数は 162 タイトルで、2010 年度 294 タイト

ルの 55.1％まで落ち込んでいて、2022 年度の実績も前年度と大きく変わらない見込

みとなっている。その背景には点訳者の高齢化に伴う勇退で点訳者が 2010 年の 4 割

近くまで減少していること、点訳者の養成を見合わせていたこと、さらには点字図書

の完成に至る過程での体制上の課題などが挙げられる。図書館には、知を集積し、後

世に伝える使命があり、点字図書館である当館にはその知を点字で伝え、同時に点字

文化を守り伝える任務がある。この義務を遂行すべく、人員配置を含めた製作体制、

使用設備等の課題を洗い出し、その改善方策を見出すためのワーキンググループを発

足させ、改善の道筋をつける。合わせて点訳者養成に向けた体制準備を進める。 

 

３．「サピエ図書館」システム担当職員の継承化 

 日本において、今日の視覚障害者への図書館サービスは電子図書館「サピエ」を中

心に展開されている。それ故、システムの構築段階から主になって関わり、今はその

管理を担う当館の責任と役割は大きいものがあり、システムを安定的に運用し、その

うえで発展させる責務をも担っていると言える。このため、システムの管理を全般的

に担える職員を育成することが求められる。既に着手している事柄ではあるが、それ

を加速化させて一段アップさせる。 

 

４．会計関連業務体制一元化と財政基盤強化の検討 

 当館の会計システムは現在、本部と用具事業課の 2 本立てになっている。これによ

るデメリットは少なくなく、以前から改善の必要性が指摘されていた。不安定な世界

情勢、それがもたらした先行き不透明な経済の影響を受け、当館の財政は厳しい状態

になりつつある。こうした状況では、会計上の課題を解決し、効率化させることが求
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められ、その作業に着手する。また財政基盤を強化することも必要であり、チャリテ

ィ事業や寄付収入の方策を見直し、その改善策の検討を開始させる。 

 

５．広報活動の充実 

 当館の運営においては、財政面での支持者や支援者を維持・増加させることが不可

欠で、そのための広報活動は重要であり、注力せねばならない。これについては従来

からいろいろに取り組んでいるが、必ずしも統括的に展開してきたとは言い難く改善

の余地がある。そこで、広報委員会を設置し、広報活動を統括して活動を効果的に推

進させる。また法人が保有する豊富な資料等を広報活動や社会貢献（研究活動への提

供など）に、有効に活用できるよう見直しと検討を進める。 

 

 以上、重点５項目を記したが、上記を踏まえた各部、各課の事業計画を以下に詳述

する。 

 

 

≪社会福祉事業１≫ 

視聴覚障害者情報提供施設の経営、全国の視聴覚障害者情報提供施設に関する連絡事業 

 

１．図書情報提供サービス                           

（1）新規利用登録者獲得増と点字図書・録音図書の提供 

いままで実施してきた教育・福祉・医療機関等への情報提供方法や、関連施設・

学校等へのオンラインを含めた出張事業説明会の内容を見直し、新規利用登録

者獲得増のための方策を検討しながら、新規利用登録者 500 人以上の獲得を目

指す。また、サービスの提供方法についても、利用者の読書環境に配慮した対

応を行うことを基本とするが、利用実績・状況を分析しながら見直しを図る。

なお、今年度は老朽化している点字・録音図書等を配架している電動書架の更

新を予定している。一部貸出しを制限せざるを得ない期間が発生することを考

慮しながら、全利用登録 13,300 件（個人＋団体）に対し、点字図書は 5,500 タ

イトル、録音図書は 150,000 タイトル、毎月発行の録音雑誌「にってんデイジ

ーマガジン」を 65,000 枚以上、提供する。 

（2）レファレンスサービスおよび新たな日本十進分類法を反映した当館の書誌デー

タ整備、ならびに新たな日本目録規則に関する情報収集を行う 
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利用者が求める図書情報等を速やかに提供できるよう読書支援をする。なお蔵

書については、新たな日本十進分類法（NDC 10 版）を反映した書誌データの

整備に努める。また、新たな日本目録規則（NCR 2018 年版）について、国会

図書館や TRC（図書館流通センター）をはじめとする国内の関連団体の動向に

注視し、引き続き情報収集をしながら必要に応じて、当館の書誌入力規則の見

直しや各システムの改修検討を行う。 

（3）迅速な図書選定と蔵書の充実 

利用者ニーズに沿った図書の製作と提供を迅速に行うため、点字・録音図書の

製作選定について即時選書を実施する。また、引き続き出版される点字図書・

録音図書の購入や、サピエ図書館にアップロードされている他館製作の図書な

どからも積極的に厳選して受入れを行う。 

（4）「テレビ・デイジー」および、「Amazon オーディブル」コンテンツの利用促進 

当館のオリジナルサービスとなる、NHK で放送された音声解説付きの番組を

元に製作した「テレビ・デイジー」および、有料配信している Amazon オーデ

ィブルから音源の提供を受けて製作したコンテンツについて、個人利用者を対

象に、さらなる利用促進を行う。 

（5）利用者用目録の製作と提供 

点字図書新刊案内｢にってんブレイル｣（点字版）と、録音図書新刊案内｢にって

んボイス｣（録音・点字・墨字版）を隔月で発行する｡｢にってんボイス｣の録音

版は、「にってんデイジーマガジン」とサピエ図書館で提供し、録音図書目録

については、「CD 図書年間追加目録 2022 年版」をデイジーで製作し発行する。 

なお、墨字と点字による点字と録音図書の目録については、レファレンスサー

ビスによる希望に応じたリスト作成で対応し、2022 年中に発表した点字図書、

録音図書の点字版については「年間追加目録 2022 年版」をそれぞれ発行する。

また、新刊図書を出す毎に内容更新する「テレビ・デイジー図書目録」と「シ

ネマ・デイジー図書目録」の録音版・点字版・墨字版を発行する。 

（6）IT 教室の開催 

生活支援部自立支援課と連携し、自立訓練（生活訓練）を受講する条件に適合

しない IT 教室受講希望者に対し、基本操作技術の習得支援とサピエ図書館の

利用促進を目的として３回コースで年間 8 期を 6 月から開催する。また、IT 機

器に初めて触れる人に対しては、予約制による１回 60 分、原則１回の操作体験
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クラスを開催する。また、情報収集とスキルアップのため、職員は内外問わず

関連した研修会への積極的参加と勉強会を行う。 

（7）自主活動の支援 

点字教室を修了した中途視覚障害者に、館内で行う自主活動の場を状況を考慮

しながら提供開始する。 

（8）サピエ図書館への製作情報の登録 

サピエ図書館への点字・録音図書の着手・完成・所蔵情報の登録を迅速に行う。 

（9）各システムの安定的稼働に努めるとともに、サーバの更新と改修を行う 

サピエ図書館、ならびに当館の基幹システムである CLIS 図書館総合システム

について、安定的稼働に尽力するとともに、図書目録サーバの保守対応終了が

近づいているため、双方のシステムサーバの更新と、サピエ図書館については

機能改修も合わせて行う。また、国内の点字図書館等、90％以上が導入済みで

ある Web 図書館システムの運用支援を行う。 

（10）電子図書館「サピエ」のシステム管理体制の強化と、サピエで登録された書誌

データの整備方法の提言 

「サピエの将来像」については当館で作成した提言資料をもとに、実現に向け

て運営組織である全国視覚障害者情報提供施設協会や国立国会図書館等と意見

交換していくと同時に、今後さらに巨大化しつつある「サピエ図書館」につい

て、定期的な学習会を実施し、技術や知識の継承と共有を行いながら、館内の

サピエシステム管理体制の強化を図る。また、サピエ図書館上で見られる検索

精度低下の一因となっている一部の不備な書誌データについて、具体的な整備

方法を検討し、全国視覚障害者情報提供施設協会へ提言する。 

（11）学習障害や発達障害、上肢障害など、視覚障害以外の活字読書に困難を抱えた

人たちへの録音図書の提供を行う。 

 

２．点字図書・触図等の製作                            

（1）点字図書の製作 

① 点訳書 130 タイトルと厚生労働省委託図書 30 タイトルの製作を行い、点訳デ

ータをサピエ図書館に登録する。 

② プライベートのニーズに応えるため、希望点訳事業を行う。 

（2）ボランティア、スタッフの指導・育成 
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現役点訳者約 60 名に対する点訳技術向上のための指導を行う。 

新規点訳者養成講座実施の準備を進める。 

図書製作実務を担えるスタッフ等育成のための技能向上研修の実施を検討する。 

（3）点字図書の販売 

約 1,000 タイトルの図書の頒布を行う。 

特色ある点字図書の販売促進活動を行う。 

（4）点字教科書の製作 

① 視覚特別支援学校理療科用教科書の製作 

盲学校理療教科用図書編纂委員会編「医療と社会」の点字版、点字版と点字デ

ータ版のセット、及び点字版とデイジー版のセットを製作・販売し、視覚障害

生徒の学習に供する。 

② 視覚特別支援学校高等部用教科書の製作 

視覚特別支援学校高等部用教科書「be English Logic and Expression Ⅰ 

Clear」「be English Logic and Expression Ⅱ Clear」及び「科学と人間生活」

を製作・販売し、視覚障害生徒の学習に供する。 

③ 文部科学省著作教科書の製作 

視覚特別支援学校中学部用教科書「社会（公民的分野）」を製作し、視覚障害

生徒の学習に供する。 

④ 普通校に通う生徒のための点字教科書の製作 

普通校に通う視覚障害生徒（小学生 7 名）のための点字教科書を製作し、その

学習に供する。 

（5）各種点字印刷物の製作 

公的機関や企業等の依頼により、自治体等広報誌、ラジオ番組表、各種試験や

会議資料、点字名刺等の製作を行う。 

（6）触図等点字サインの製作と監修 

公共交通機関や企業等の依頼により、手すり点字銘板、点字運賃表、各種案内

板等の製作と監修を行う。 

 

３．録音図書・録音雑誌・電子書籍の製作                    

（1）録音図書・雑誌の製作 

① 録音図書の製作 
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スタジオ、自宅、びぶりお工房（録音図書ネットワーク製作システム）製作に

よる音声デイジー図書 300 タイトルを完成させ、サピエ図書館に登録する。 

② 録音雑誌 月刊｢にってんデイジーマガジン｣の製作とサピエ図書館への登録 

③ シネマ・デイジー3 タイトルの製作とサピエ図書館への登録 

④ テレビ・デイジー48 タイトルの製作 

⑤ プライベートのニーズに応えるため、個人朗読及び専門対面リーディングサー

ビス（年間延べ利用者 200 人）を行う。 

⑥ ボランティア、スタッフの指導・育成 

・現役朗読者等に対する朗読技術向上のための指導を行う。 

・図書製作実務を担えるスタッフ等育成のための技能向上研修の実施を検討す

る。 

・新規のボランティアを育成する。 

（2）池田輝子記念文庫製作事業 

録音図書のネットワーク製作及びデイジー編集を行う。 

（3）電子書籍の製作 

① テキストデイジー図書 

・自館選書分 200 タイトルの製作とサピエ図書館への登録 

・リクエストによる 100 タイトルの製作と提供 

② マルチメディアデイジー図書 

一般図書６タイトルの製作とサピエ図書館への登録 

③ 「アクセシブルな電子書籍製作実験プロジェクト」を国会図書館と協力して運

営し、参加機関拡大のための広報を進める。 

 

４．厚生労働省委託事業                             

視覚障害者用図書等事業の委託を受けて実施する。 

 

５．厚生労働省補助事業                             

視覚障害者図書情報ネットワーク運営事業の補助を受けて実施する。 

 

６．東京都委託事業                               

（1）東京都視覚障害者用図書製作貸出事業の委託を受けて実施する。 

（2）東京都視覚障害者用図書レファレンスサービス事業の委託を受けて実施する。 
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７．東京都補助事業                               

都内貸出事業に対し、東京都から補助金を得て実施する。 

 

８．川崎市視覚障害者情報文化センター運営委託事業               

指定管理者として川崎市視覚障害者情報文化センターを運営・管理する。 

（1）資料の閲覧・貸出 

① 約 800 人（個人・団体）の利用登録者に対し、点字図書は年間 300 タイトル、

録音図書はシネマ･デイジーを含め年間 9,910 タイトルの提供を目指す。 

② ダウンロードサービスにより点字・録音合わせて年間約 3,010 タイトルの提供

を目指す。また、デイジーオンラインを使用して 300 タイトルの提供を目指

す。 

③ 点字雑誌は年間 200 タイトル、録音雑誌は年間 4,000 タイトルを提供し、総貸

出数 17,830 件を提供する。 

（2）資料製作 

利用者の趣向に加え、川崎らしさの視点を加えた図書選定・映画選定を行い、

点字図書を年間 40 タイトル、録音図書を年間 80 タイトル、シネマ・デイジー

を年間 20 タイトル製作する。 

（3）点訳者、朗読者、音声ガイド製作者の養成 

① 2023 年度は、朗読者養成講座を実施する。また、活動中の点訳者、朗読者を対

象としたスキルアップのための研修会・相談会を開催する。 

② 映画の音声ガイド製作ボランティアのスキルアップのために、製作過程におい

て必要な指導を行う。 

（4）訓練事業の取り組み 

① 2022 年度からの訓練継続者を含め、45 名に歩行、生活、コミュニケーション

などの各種訓練を 450 回行う。 

② 訪問指導や来所指導といった短期間での訓練指導、生活用具・各種機器の操作

指導などを延べ 550 回実施する。 

③ 最新機器体験会など、機器に触れて体験できる機会を提供する。 

（5）視覚障害者用具の展示と斡旋 
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① 視覚障害者のための日常生活用具と便利グッズ、最新機器などを展示し、斡旋

販売を行う。また、補装具・日常生活用具の制度や申請の方法を積極的に周知

していく。 

② 訓練担当と連携を密にし、訓練生に様々な用具を紹介することで QOL（生活の

質）の向上を図っていく。また、合わせて図書の利用にも繋げていく。 

（6）ボランティアとの連携・協力 

① 点字図書、録音図書、テキストデイジー図書、音声ガイドをボランティアの協

力を得て、製作する。 

② 市内ボランティア団体との連携を図る。 

（7）啓発普及について 

① 新刊情報誌「ぶっくがいど」（偶数月発行）に加え、メールマガジン（月２回）、

音声版メールマガジン（奇数月発行）、ホームページで最新の情報をいち早く

伝えるなど、広報活動に積極的に取り組んでいく。 

② 当センターへの理解を深めてもらうために、各区の高齢･障害担当、病院、地域

包括支援センター、障害者相談支援センターなどを対象とした事業説明会を開

催する。また、要望に応じて出張説明会を開催する。 

③ 小中学校で行われる視覚障害啓発授業への講師派遣に協力する。 

④ 見えづらくなった方が、センターに早期につながることができるよう地域の眼

科医院と連携を深めていく。 

（8）文化的事業を開催する。  

① 毎回多数の来場者のある音声ガイド付き DVD 映画体験上映会（毎月開催）を

土曜以外の平日にも開催し、より多くの方が楽しめるようにする。 

② 図書を通して利用者同士が交流できるイベントを企画し開催する。（年 2 回） 

③ 感染予防に配慮した上で、ヨガの教室を毎月 1 回（２クラス）開催する。（2

月、８月を除く） 

また、川崎市麻生区、高津区において出張ヨガ教室を各２回開催する。 

④ 「れきおんクラブ」(奇数月開催)、「CD で聴くクラシック音楽講座」（偶数月

開催）、音楽コンサート・落語会などのイベントを開催する。 

（9）感染予防、防災、減災対策の推進 

① 川崎市のガイドラインに準拠した感染予防対策を実施し、利用者が安心して来

所できるようにする。また、人が集まるセミナーやイベントを開催する際は、

体温・体調をチェックし、会場内の換気に注意する。 
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② 発災時にセンター内にいる利用者、支援者、職員の安全、安心を確保するため、

定期的に防災訓練を行う。 

③ 川崎区近隣の避難場所や給水地点の確認、川崎区の災害情報などを入手し、平

時から災害に備える。 

④ 感染予防、災害に備え、マスク、除菌液、飲料水、非常食などの衛生用品・防

災用品を計画的に備蓄する。 

 

９．公的機関・団体・企業等からの委託及び助成・補助による事業          

（1）東京都消費生活総合センター CD 版｢東京くらしねっと｣（年間６回）を製作し､

送付する｡ 

（2）新宿区 

①「しんじゅくの教育」の点字版を製作し、配布する。 

②「新宿区議会だより」の点字版を製作し、配布する。 

（3）消費生活協同組合 点字・録音図書を製作し、貸出す。 

（4）社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団 

① 寄贈番組 CD を受け入れ、貸出を行う。 

② 「NHK 障害福祉賞入選作品集」音声版を製作する。 

（5）社会福祉法人読売光と愛の事業団 

① ロービジョンサービス事業を行う。ロービジョン機器等の相談に対応するとと

もに、遠方の利用者にはルーペ・レンズ類の見本を貸出する。 

② 専門対面リーディングサービス事業を実施する。 

（6）公益財団法人 JKA 録音雑誌｢医学研究｣（月刊）及び｢ホームライフ｣（月刊）を

製作し、配布する。 

（7）公益財団法人鉄道弘済会 録音雑誌｢ブックウェーブ｣（月刊）を製作し、配布す

る。 

（8）公益財団法人東京都人権啓発センター マルチメディアデイジー版「TOKYO 人

権」（年４回発行）を製作する。 

（9）公益財団法人日本尊厳死協会 点字版「リビング・ウイル」（季刊）を製作する。 

（10）公益財団法人日本テレビ小鳩文化事業団 点字カレンダーを製作し､配布する｡ 
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（11）公益財団法人早川清文学振興財団 録音図書「ハヤカワライブラリー」10 タイ

トルを製作し、貸出す。 

（12）公益財団法人一ツ橋綜合財団 

① 録音図書｢一ツ橋文庫｣10 タイトルを製作し、貸出す。 

② テキストデイジーの製作・提供。 

③ 音声・マルチメディアデイジー教材製作 Web システムの普及に取り組む。 

④ シネマ・デイジーの製作・提供 

（13）一般財団法人日本宝くじ協会 点字・録音（音声・シネマデイジー）図書を製

作し、貸出す。 

（14）一般社団法人全国腎臓病協議会 CD 版｢ぜんじんきょう｣（隔月刊）を複製、

配布する。 

（15）一般社団法人日本アマチュア無線連盟 ｢点字 JARL NEWS｣（季刊）を製作す

る。 

（16）株式会社岩波書店 原本寄贈を受けて、岩波新書等の録音版を製作する。 

（17）株式会社広済堂ネクスト 録音版文京アカデミー情報誌「スクエア」（月刊）

を製作する。 

（18）ソニー株式会社 録音版｢聞くカタログ｣を製作する。 

（19）株式会社文藝春秋 録音雑誌｢文藝春秋｣（月刊）を製作し、配布する。 

 

 

≪社会福祉事業２≫ 

障害福祉サービス事業の経営及び相談支援の実施 

 

1．自立訓練（生活訓練）事業                         

（1）歩行訓練、コミュニケーション訓練、日常生活動作訓練を個々のニーズに沿って

円滑に実施する。また、訓練待機者ができるだけ早く訓練を受けられるよう、支

援体制やスタッフを充実させ安定した運営を行えるよう努める。 

（2）生活訓練につながらない支援ニーズについては、図書情報課・用具事業課のサー

ビスにつなげ、見えない・見えにくい人たちの QOL（生活の質）の向上と社会

参加を支援する。 
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（3）ホームページや公式ツイッターを利用し、当館の訓練事業がより広く具体的に認

知されるよう広報する。同時に、法人が掲げる広報活動に積極的に尽力する。 

 

2. 相談支援                                                         

（1）指定特定相談支援事業に替わり、「見えない・見えにくい困りごと相談デスク」

を開始する。 

（2）見えない・見えにくい人たちの相談を受け、当法人の自立訓練（生活訓練）につ

なげる。また、他の関連機関等を紹介するなどして、相談者が社会との適切なつ

ながりを確保できるよう支援する。 

 

３．医療機関との連携                             

東京都ロービジョンケアネットワークへの参加及び、眼科のロービジョン相談会

へ参加するなど、医療機関との連携を強化し、眼疾患により不便さを感じている当

事者へ情報提供を行い、福祉資源の活用を促すための支援をする。 

 

４．点字教室の開催                               

自立訓練（生活訓練）の対象にならない利用者を対象に点字教室を開催する。 

 

 

≪公益事業≫ 

盲人生活用具の開発と普及及び国際視覚障害者情報提供協力事業 

 

１．視覚障害者用具の販売                            

（1）視覚障害者及び視覚障害者をサポートする人たちのニーズに合った商品・サービ

スを提供する。 

（2）社会情勢を考慮し顧客のニーズに合わせた体験会等を開催する。 

（3）インターネットショッピングサイト「わくわく用具ショップ」を運営する。 

（4）既存の商品カタログを充実させ、新たな顧客の獲得と日点利用者の拡大を目指す。

同時に、デイジーマガジン、メールマガジン、Twitter を活用し効果的な商品紹

介や情報発信を行う。 
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（5）視覚障害者のファーストコンタクトの場所としての利用が増えてきた現状を踏

まえ、用具の販売は自立支援の入り口になりうることを意識し、自立支援課と連

携して適切な用具や必要な情報を発信する。 

（6）ロービジョン者へ適切な補助具を提供するために、拡大読書器、ルーペ、遮光眼

鏡などを備える。 

（7）会計業務を本部と一元化するための準備をする。 

（8）新販売管理システムの導入を遅滞なく実施し、業務の効率化に努める。 

 

２．厚生労働省委託事業                            

盲人用具販売あっ旋事業の委託を受けて実施する。 

 

３．第 20 回池田輝子 ICT 奨学金事業                        

池田輝子基金により第 20 回池田輝子 ICT 奨学金事業をリモートにて実施する。

また、池田輝子 ICT 奨学金事業のこれまでの成果にかかる冊子を製作する。 

 

 

≪収益事業≫ 

マンションの設置経営  

2 棟のマンションを運営し、生じた収益を社会福祉事業及び公益事業に充当する。 

 

 

≪本部事業≫ 

１．にってんワークショップの開催                       

当館の事業を紹介することを通して一般の方々に視覚障害者への理解を深めて

いただくため、テーマを決めて体験型講座（ワークショップ）を開催する。 

 

２．奥村文庫（視覚障害関係墨字資料室）の充実                  

視覚障害に関わる情報収集に努め、関係者からの問い合わせに適切な資料と情報

の提供で応じられるようにする。 
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３．「ふれる博物館」の運営                          

（1）分館において、主に借り受ける模型を展示し、触察を有効なアクセス手段とする

視覚障害者への多面的な情報提供を行う。前期・後期、２回の企画展を実施する。 

（2）江戸東京博物館の協力を得て、6 月から 7 月にかけてワークショップを開催す

る。 

（3）視覚障害者の触察による情報取得について、他団体と連携を図る。 

（4）過去の盲人用具の収集、保存整理を行う。 

 

４．本間一夫記念室の運営                           

（1）創立者本間一夫の関係資料を収集管理し、来館者に公開する。 

（2）当館に関する歴史的資料の有効活用を図るため、墨字資料のデジタル化を進める。 

（3）研究者による本間一夫に関する調査に協力する。 

（4）我孫子市白樺文学館で 7 月から開催する式場隆三郎展に、主催の 1 団体として

参加する。当館のかかわりは後期の 10 月 17 日～2024 年 1 月 14 日。 

 

５．寄付・助成金の増収                            

毎年継続の維持会費、企業や諸団体助成金の増収に一層努力する（当館ホームペ

ージからの募金、愛のポストカード運動を含む）。 

図書製作支援寄付であるワンブック・プレゼント運動に対し、企業・個人からの

支援を募る。 

 

６．日本点字図書館カード会員の拡大                      

見学者、チャリティ映画会・コンサート等の来場者に対して加入勧奨のパンフレ

ットを配布し、加入者の拡大を図る。 

 

７．チャリティコンサートの実施                        

2023 年 10 月 28 日（土）東京文化会館小ホールにて、第 21 回本間一夫記念チ

ャリティコンサートを開催する。 
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８．第 20 回本間一夫文化賞の贈呈                        

創立者本間一夫を記念し、視覚障害者の文化の向上にかかる優れた業績をあげ

た個人・団体を顕彰する。 

 

９．第 30 回にってん野路菊賞の贈呈                       

日本点字図書館の業務等について多大な貢献をされた個人・団体を表彰する。 

 

10．広報誌その他の発行                            

広報誌｢にってんフォーラム｣（年４回、各 5,850 部）を発行し、当館の活動およ

び視覚障害関係情報を広報する。また、７月に｢感謝録｣（8,000 部）を発行する。 

 

11．第 7 回全国視覚障害者囲碁大会の開催                    

社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団、公益財団法人毎日新聞東京社会事業団、社

会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団の助成により、NPO 法人日本福祉囲碁協会

との共催で全国視覚障害者囲碁大会を開催する。 

 

 

≪会議・研修・福利厚生≫ 

１．会議                                    

（1）理事会の開催 

（2）評議員会の開催 

（3）評議員選任・解任委員会を必要により開催 

（4）館内会議の開催 

① 部長会議（随時開催） 

② 部課長会議（毎月１回） 

③ 課長会議（毎月１回） 

④ グループリーダー会議（毎月１回） 

（5）各委員会の開催（随時開催） 

 

２．研修                                    

昨年度に引き続き、本法人の事業を担う職員にとって有効な研修の内容や方法

の見直し作業を行い、検討を終えたものについては実施していく。 
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３．福利厚生                                  

職員の健康診断、ストレスチェックテストを実施する。 

 

４．防災                                    

（1）防災・減災への取り組みを各課で実施する。 

（2）避難訓練を 2 回実施する。 


